
○埼玉県警察情報処理能力検定に関する訓令 

平成６年１月10日 

警察本部訓令第１号 

警 察 本 部 長 

 埼玉県警察情報処理能力検定に関する訓令を次のように定める。 

   埼玉県警察情報処理能力検定に関する訓令 

 （趣旨） 

第１条 この訓令は、埼玉県警察における職員の情報処理能力についての検定（以下「能 

 力検定」という。）に関し、必要な事項を定めるものとする。  

 （能力検定の目的） 

第２条 能力検定は、警察職員の情報処理に関する能力を検定し、情報処理に関する知識 

 及び技能の向上に資することを目的とする。  

 一部改正〔平成27年第24号〕 

 （能力検定の級位） 

第３条 能力検定は、初級及び中級に区分して行う。  

２ 能力検定の対象となる知識及び技能は、能力検定の対象となる知識及び技能（別表 

 １）の左欄に掲げる能力検定の級位に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げるものとする。  

 一部改正〔平成27年第24号〕 

 （実施責任者） 

第４条 能力検定の実施責任者（以下「実施責任者」という。）は、総務部長とする。  

 一部改正〔平成27年第24号〕 

 （能力検定の方法） 

第５条 能力検定は、試験項目（別表２）に掲げる事項について筆記試験又は電子計算機 

 その他の電子機器を使用した試験により行うものとする。  

 一部改正〔平成27年第24号〕 

 （能力検定の実施） 

第６条 能力検定は、原則として年１回以上実施するものとする。この場合、実施責任者 

 は、実施日時、場所その他必要な事項をあらかじめ所属長に通知しなければならない。  

 一部改正〔平成27年第24号〕 



 （受験申請） 

第７条 前条の規定により、能力検定の実施の通知を受けた所属長は、所属の職員に周知 

 させ、受験者を取りまとめの上、実施責任者に報告しなければならない。  

 一部改正〔平成12年第23号、27年第24号〕 

 （合格者の決定） 

第８条 実施責任者は、能力検定を実施したときは、速やかに当該検定の合格者を決定す 

 るものとする。  

２ 能力検定の合格基準は、各級とも問題の60パーセント以上の得点とする。  

 一部改正〔平成27年第24号〕 

 （合格者の通知等） 

第９条 実施責任者は、能力検定の合格者を当該合格者の所属長に通知するものとする。  

２ 所属長は、前項の規定による通知を受けたときは、その旨を人事記録に記入するもの 

 とする。  

 一部改正〔平成12年第23号、27年第24号〕 

 （能力検定の管理） 

第10条 能力検定に係る警察職員の情報の管理及び事務の処理については、埼玉県警察情 

 報管理システムによる職員情報総合管理システムにより行うものとする。  

 追加〔平成27年第24号〕 

 （特例） 

第11条 実施責任者は、初級又は中級の能力検定の対象となる知識及び技能を有すると認 

 めた者については、能力検定の当該級位に合格したものとみなすことができる。この場 

 合において、第９条及び前条の規定を準用するものとする。  

 一部改正〔平成12年第23号、27年第24号〕 

 （その他） 

第12条 警察庁で実施する上級の情報処理能力についての検定については、第７条及び第 

 ９条の規定を準用するものとする。  

２ 実施責任者は、埼玉県警察の職員以外の者で必要により警察情報管理システム等運用 

 管理規程（平成23年埼玉県警察本部訓令第32号）第２条第１号に規定する警察情報管理 

 システム等を使用するものに対して、この訓令による能力検定を実施することができる 



 ものとする。  

 一部改正〔平成12年第23号、27年第24号〕 

   附 則  

 この訓令は、平成６年１月10日から施行する。  

   附 則 （平成12年５月31日警察本部訓令第23号）  

 この訓令は、平成12年６月１日から施行する。  

   附 則 （平成13年３月30日警察本部訓令第12号）  

 この訓令は、平成13年４月１日から施行する。  

   附 則 （平成16年３月31日警察本部訓令第16号）  

 この訓令は、平成16年４月１日から施行する。  

   附 則 （平成27年５月８日警察本部訓令第24号）  

 この訓令は、平成27年６月１日から施行する。  

   附 則 （平成30年３月28日警察本部訓令第９号）  

 この訓令は、平成30年４月１日から施行する。  






